
年度
達成
度

達成度を選択した理
由

90

教育文化会館・市
民館において、｢男
女平等推進学習」
の講座や情報提供
の実施、学習ス
ペースの確保等を
通じて、市民の男
女平等に関する学
習の機会を提供し
ます。

「男女平等推進学
習」講座の実施、
及び情報提供の実
施（学習環境整備
事業） 教育委員

会事務局
生涯学習
推進課

91

市民・市民活動団
体等及び事業者と
連携した「かわさき
男女共同参画ネッ
トワーク」活動を推
進します。

すくらむネット21に
おける女性活躍に
向けた情報提供・
意見交換、フォーラ
ムの実施など

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

再掲目標Ⅱ　事業番号45

92

男女共同参画
に向けた活動
に取り組む市
民・市民活動
団体等への支
援を行います。

男女共同参画セ
ンター協働事業
等

地域女性連絡協
議会への活動支
援

◎H30年度協働事業
・特定非営利活動法人
グローイン・グランマ
「小さなお話し会」計
９回、計197名参加。
・川崎の男女共同社会
をすすめる会／ＮＰＯ
法人かながわ女性会議
川崎 「ワークルール」
計2回、計45名参加。
・女性の視点でつくる
かわさき防災プロジェ
クト「女性の視点から
考える防災・減災講
座」（計2回計42名参
加）、防災訓練等での
出前講座やブース出
展、延べ668名参加。
・たかつ子育てサーク
ル「バンブーキッズ」
子育てほっとサロン
2017、計6回、計84名参
加。週末イベント、計3
回、計40名参加。
・パソコンサポート
まうすなび「女性の再
就職支援のパソコン講
座」計2回、計8名参
加。
・ウーマンネットアカ
デミー＆コンサルティ
ング「ＩＴ活用で女性
も新しい働き方をしよ
う！フリーランンス×
起業という働き方」計6
回開催、計63名参加。

市民グループ・団
体からの提案に基
づき、協働で講座
等を行うことで、
団体の活動支援及
び地域に根差した
男女共同参画の推
進に繋がった。

2

引き続き、男女共
同参画センターに
おいて、地域課題
の解決のため、公
募により実施団体
を募り、選考する
とともに、企画・
運営に関して団体
と協働して取り組
んでいく。

川崎市地域女性連絡協
議会の活動支援を行っ
た。

地域活動における
男女共同参画を促
進した。

2

次年度も引き続
き、地域女性連絡
協議会の活動支援
を推進していく。

事業
番号

事業

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度）

平成30(2018)年度実績

再掲目標Ⅰ　事業番号5

Ⅲ　 地域でいきいきと暮らすための男女共同参画の推進

事業概要 所管局 担当部署次年度の課題
今後
の方
向性

８　地域における男女共同参画の推進

(33)地域活動における男女共同参画の促進

　　地域における特定の活動において、性別や年齢等による参加の偏りが生じることがなく、また、地域活動に男女共同参画の視点が反映されるよう各団体へ
働きかけます。
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H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) C

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) E

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B 2

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

93

町内会・自治
会やＰＴＡ等の
活動における
男女共同参画
について理解
の促進に努め
ます。

男女共同参画セ
ンター運営委員
会等を通じた情
報提供
すくらむネット21
運営会議等を通
じた全町連への
情報提供

自主運営団体への行政
からの働きかけの難し
さに配慮しながら、引
き続き実態把握と啓発
に努めた。

町会連合会の会議
で広報・啓発を
行ったため。

2

自主運営団体への
行政からの働きか
けの難しさに配慮
しながら、引き続
き実態把握と啓発
に努める。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会の会
合において周知を
図った。

2

引き続き、町内会
連合会の会合にお
いて周知を図る。

情報提供を通じ、
町内会・自治会に
向けた男女共同参
画についての理解
の促進を行った。

2

引き続き、会議等
の機会での情報提
供を行う。

地域における男女
共同参画の推進に
向け、計画してい
た取組を実施し
た。

2

引き続き,町内会連
合会理事会等各種
会議の場において
広く周知を図る。
なお、公的機関か
らの広報依頼が多
く、町内会活動の
負担になっている
ことから内容の整
理も検討が必要で
ある。

93

町内会・自治
会やＰＴＡ等の
活動における
男女共同参画
について理解
の促進に努め
ます。

町内会連絡協議会への
委員推薦依頼があった
際には、女性参画を啓
発しつつ対応した。

町会連合会の三役会・
自治会等において広く
周知を図った。

宮前区の町内会・自治
会連合会の役員会にお
いて、市の男女共同参
画の取組を説明した。

市の審議会等委員
の推薦依頼があっ
た際に、市の男女
共同参画の取組を
説明し、理解を求
めた結果、女性委
員が推薦されるこ
ととなった。

2

女性が町内会・自
治会活動の中核を
担っていく機会が
増えるよう、働き
かけや情報提供を
継続して行う。

麻生区役
所

多摩区役
所

宮前区役
所

町会連合会の会議
で広報・啓発を
行ったため。

引き続き町会連合
会の三役会・理事
会等各種会議で広
く周知を図る。
町会連合会への委
員推薦依頼があっ
た場合は、委員の
女性の比率向上の
観点からも検討を
行う。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

市民文化
局

地域振興
課

地域振興
課

地域振興
課

地域振興
課

地域振興
課

人権・男女
共同参画
室

市民活動
推進課

川崎区役
所

幸区役所

地域振興
課

地域振興
課

高津区役
所

中原区役
所

町内会連合会への
各種委員等の推薦
依頼への対応に
は、女性比率の向
上に配慮しながら
選出するよう努め
た。

2

・引き続き啓発活
動を実施してい
く。
・町内会連合会へ
の各種委員等の推
薦依頼の対応に
は、女性比率の向
上に配慮するよう
努める。

特に実施していな
いため

2

特になし

（人権・男女共同参画
室）男女共同参画セン
ター運営委員会を通
じ、町内会・自治会に
対し市の施策等につい
ての情報提供を行っ
た。
（市民活動推進課）か
わさき男女共同参画
ネットワーク会議に全
町連として参画した。

・地域に対する様々な
広報や情報提供依頼を
受け、町内会連合会の
会合において広く周知
を図った。

川崎区町内会連合会理
事会等各種会議の場に
おいて広く周知に取り
組んだ。

65



H30
(2018) B 2

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

(34)男女共同参画センターの取組の推進

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

町内会連合会など
における女性参画
についての理解促
進など

各区役所
地域振興
課

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

93

町内会・自治
会やＰＴＡ等の
活動における
男女共同参画
について理解
の促進に努め
ます。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

ゲストと参加者同
士が交流する場を
提供し、参加者が
よりゲストを身近
に感じることがで
きることを目指し
た。

96

95

再掲目標Ⅲ　事業番号93

平成３０年度は、防
災、男女平等、ハラス
メントなどをテーマ
に、１４件の依頼があ
り、出前講座や講師派
遣を行った。

出前講座や講師派
遣を通じて、防災
や男女平等の啓発
などの効果があっ
た。

2

引き続き、依頼に
基づき、出前講座
や講師派遣を実施
していく。

2

引き続き、男女共
同参画の拠点施設
として、男女共同
参画に関する情報
の発信、市民や事
業所と協働した事
業の推進、男女の
人権尊重に向けた
相談事業の推進を
行う。 市民文化

局

地域の会議等
における方針
決定過程への
女性の参画拡
大について理
解を促進しま
す。

地域における
男女共同参画
の拠点として、
市民や事業者
と協働し、男女
平等施策を推
進します。

男女共同参画セ
ンター事業（すく
らむ21まつりな
ど）

・川崎市男女平等推進
週間に合わせ、H30年6
月14日に第14回すくら
む21まつりを開催し、
4,170人の参加があっ
た。
・公募により選ばれた
48団体と男女共同参画
協働事業を推進した。
・女性及び男性総合相
談を実施した。
・男女共同参画セン
ターの認知度向上に向
け、ＨＰや紙媒体によ
る積極的な情報発信を
行った。　　　　　・
情報誌「すくらむ」の
発行などを通じ、男女
共同参画に関する情報
提供を行った。

相談事業、協働事
業等を通じ、地域
に根差した男女平
等施策を推進し
た。

生涯学習
推進課

教育委員
会事務局

市民館等における「Ｐ
ＴＡ活動研修」におい
て男性の参加を意識し
た運営を行った。

地域活動における
男女共同参画の促
進につながる研修
を行った。

次年度もＰＴＡ活
動研修において男
性の参加促進を推
進していく。

人権・男女
共同参画
室

　　方針決定過程への女性の参画拡大に向けた理解促進や学習機会の提供に努めます。

中心的な役割
を担う女性の
人材育成に向
け、生涯学習
等における男
女平等推進学
習の機会を積
極的に提供し
ます。

96

中心的な役割
を担う女性の
人材育成に向
け、生涯学習
等における男
女平等推進学
習の機会を積
極的に提供し
ます。

(35)地域活動における方針決定過程への女性の参画促進

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

94

ＰＴＡ活動研修に
おける男性の参
加促進など

男女共同参画セ
ンターの地域団
体への出前講座

2

引き続き、トーク
サロンを開催し、
地域で活躍する女
性の取組の紹介を
行う。

市民館等における「男
女平等推進学習」にお
いて市民と共に企画運
営を行った。

地域活動における
方針決定過程への
女性の参画を行っ
た。

2

次年度も引き続
き、市民館等にお
ける「男女平等推
進学習」の企画運
営への市民参画を
推進していく。

地域で活躍をす
る女性を招いた
「トークサロン」
の開催

市民館等におけ
る「男女平等推
進学習」開催す
るに当たり、学
習の企画運営へ
の市民参画促進

地域で活躍する女性を
招いての「トークサロ
ン」を３回開催し、計
95名の参加があった。
・1回目　講師：山澤和
子氏、栗橋登志氏・
テーマ：ダブルケアを
知っていますか
・2回目　講師：伊藤菊
枝氏　テーマ：樹木医
としてかわさきの森を
楽しむ
・3回目　講師：山口直
子氏　テーマ：カメラ
マン先生南極に立つ
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H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

98

男性が主体となっ
て企画運営を行う
子育てサロン等の
開催を通じ、男性
の家庭や地域活動
への参画を促進し
ます。

男女共同参画セ
ンターのイキメン
研究所事業 市民文化

局

人権・男女
共同参画
室

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) C

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

101

避難所運営等
において男女
双方の参画を
促進し、固定的
な性別役割分
担意識にとら
われない地域
防災活動を推
進するなど、男
女共同参画の
視点を取り入
れた防災体制
の充実を推進
します。

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

(38)防災分野における男女共同参画の推進と女性の参画拡大

100

市民と連携した
情報発信や出
前講座の実施
を通じ、男女共
同参画の視点
を取り入れた
防災体制への
理解を促進し
ます。

男女共同参画セ
ンター「女性の視
点で考えるかわ
さき防災プロジェ
クト（ＪＫＢ）」の活
動

市民グループ「女性の
視点でつくるかわさき
防災プロジェクト」と
男女共同参画センター
が協働し、出前形式で
防災訓練等において啓
発活動を行った。
情報誌「すくらむ」に
おいて、女性の視点で
考える防災をテーマに
ＪＫＢメンバーによる
記事掲載を行った。

出前講座等を通
じ、男女共同参画
の視点を取り入れ
た防災の取組の周
知・啓発を行っ
た。

2

引き続き、市民グ
ループと連携した
啓発活動を推進す
る。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

99

地域の幅広い
世代の市民が
主体となって、
子どもたちの
学習や体験活
動を支援しま
す。

地域の寺子屋
事業

市内４７か所で寺子屋
を開講し、地域の主体
的な取組により、放課
後週1回の学習支援と土
曜日等月１回の体験活
動を実施し、世代間交
流を推進した。

寺子屋では、性別
や年齢に関わら
ず、幅広い層の子
どもと大人が参加
し、交流する場と
なっている。 1

全小中学校への寺
子屋の開設に向け
て、寺子屋事業の
運営を担うコー
ディネーターや寺
子屋先生など、更
なる人材の確保が
必要である。

(36)男性が地域活動に参画できる環境づくり

(37)地域における子どもの自己形成や社会参画の促進

97

男性の地域活
動への参画を
促進するため
の講座を実施
します。

シニア世代を対
象とした地域デ
ビュー講座

教育文化会館・市民館
でシニア世代を対象と
した講座を実施した。

男性が地域活動に
参画できるような
環境づくりを行っ
た。

2

次年度も引き続
き、男性の地域活
動への参画につな
がる講座を提供す
る。 教育委員

会事務局
生涯学習
推進課

再掲目標Ⅰ　事業番号34

　　男性の地域活動への参画促進に向けて、講座等を開催します。

防災対策に男女共同参
画の視点を反映させる
ため、各種会議の委員
の推薦にあたっては、
女性の推薦を配慮して
いただくよう依頼し、
女性参加を積極的に呼
びかけるなど、引き続
き男女共同参画の視点
に配慮した取組を推進
した。

次年度も引き続
き、女性参画の促
進に向け、取組を
推進する。

総務企画
局

危機管理
室

川崎区役
所

危機管理
担当

防災会議委員につ
いては、委員65名
中女性6名、国民保
護協議会について
は委員52名中6名と
の構成となってい
るため、引き続き
女性比率の向上に
努める。

1

引き続き、各種防
災計画やマニュア
ルの修正に際し、
男女共同参画の視
点を反映できるよ
う取り組んでい
く。また、各種会
議の委員について
も女性参加を積極
的に呼びかけてい
く。

総合防災訓練におい
て、親子が楽しめるメ
ニューの充実化によ
り、多くの女性と子供
が参加し、防災に対す
る意識や地域防災活動
参画に向けた意識の醸
成を図った。

女性参画の促進に
向け、計画してい
た取組を実施し
た。

2

　　多様な視点を反映し地域防災力を向上させるため、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の充実に取り組みます。

防災会議など

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組
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「川崎市地域包括ケア
システム推進ビジョ
ン」に基づき、「意識
づくり」「仕組みづく
り」「地域づくり」の
取組を進めた。

地域包括
ケア推進室

引き続き女性の参
画を促すととも
に、男女共同参画
の意識を高めてい
く。

引き続き女性の参
画を促すととも
に、男女共同参画
の意識を高めてい
く。

地域の防災活動におい
て、男女が共同して参
画するよう取り組ん
だ。

自主防災組織本部
長の多くは男性で
あるが、スタッフ
として地域の女性
が多く携わってい
く余地がある。

2

　　就業時などの男女の置かれた状況の違いが凝縮され固定化されて高齢期に現れることに留意し、高齢者が安心して暮らせる環境整備や支援に取り組み
ます。

宮前区役
所

地域の防災活動におい
て、男女が共同して参
画するよう講評した。

自主防災組織本部
長や避難所運営委
員の多くは男性で
あり、地域の女性
がより多く携わっ
ていくことができ
る余地がある。

102

高齢者が家庭
や地域で安心
して暮らせるよ
う環境整備や
支援を行いま
す。

高齢者を含めた、
誰もが住み慣れた
地域や自らが望む
場で安心して暮ら
し続けられる地域
の実現を目指して
取組を実施でき
た。

2

今後も、地域包括
ケアシステムの構
築に向けた取組を
推進する。

健康福祉
局

101

2

避難所運営等
において男女
双方の参画を
促進し、固定的
な性別役割分
担意識にとら
われない地域
防災活動を推
進するなど、男
女共同参画の
視点を取り入
れた防災体制
の充実を推進
します。

危機管理
担当

幸区役所

・避難所運営会議や避
難所設置訓練におい
て、避難所運営におけ
る性別への配慮や、参
加者の男女の偏りが出
ないように働きかけ
た。

避難所運営会議や
避難所設置訓練に
は、一定数の女性
の参加がある。一
方で、避難所ルー
ルの詳細や避難所
運営体制には男女
共同参画の視点を
さらに取り入れる
余地がある。

2

男女共同参画の視
点を取り入れた防
災体制の充実に向
け、引き続き取り
組む。

平成30(2018)年6月～11
月までに22か所の避難
所で訓練を実施した。
訓練実施後の参加者ア
ンケートから、参加者
のうち女性は34.7%

避難所の訓練にお
いて、一定程度の
女性の参加があっ
たため

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

・避難所代表者会議に
おいて、避難所運営マ
ニュアルを用いて要配
慮者や性別等に配慮し
た避難所運営を目指す
よう取り組んだ。
・自主防災組織リー
ダー等養成研修会や各
避難所運営会議におい
て、避難所運営ゲーム
（ＨＵＧ)を通して要配
慮者対応について学ぶ
機会を設けた。

避難所の運営等に
おいて、性別や年
齢等により異なる
課題やニーズがあ
ることを把握する
ことができた。

2

避難所運営会議や
開設訓練につい
て、開催時間や広
報を工夫するな
ど、より多くの参
加者が得られるよ
う取り組む必要が
ある。

高津区役
所

中原区役所
危機管理
担当

2

男女共同参画の視
点を取り入れた防
災体制の充実に向
け、引き続き取組
の推進に努める。

危機管理
担当

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

９　 さまざまな困難な状況にある女性等が安心して暮らせる環境の整備

(39)高齢者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援

危機管理
担当

危機管理
担当

危機管理
担当

区総合防災訓練におい
て男女共同参画セン
ターの協力により、女
性視点での避難所運営
の啓発を行った。　ま
た同訓練にて要援護者
の安否確認訓練も実施
した。

例年、男女共同参
画センターの協力
により、防災対策
を行っている。ま
た避難所運営会議
の代表者に女性が
代表となる学校も
出てきている。

2

引き続き女性の参
画を促すととも
に、男女共同参画
の意識を高めてい
く。

麻生区役
所

多摩区役
所

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域包括ケアシ
ステム推進事業
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地域包括ケアシ
ステム推進事業

健康福祉
局

地域包括
ケア推進室
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高齢者のいきがい・健
康づくりや社会参加の
促進につながる「傾聴
講座」、「パソコン講
座」、「シニアライフ
講演会」を開催した。

例年男性の参加希
望者が多いことを
踏まえ、女性にも
参加しやすいテー
マでの講演会を実
施した。 2

交通の便を考慮し
た、会場の確保の
検討が必要。

高齢者就労支援
事業

生涯現役対策事
業

健康福祉
局

　　障害があることに加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることや、課題やニーズが男女で異なる場合があること
に留意し、障害者が安心して暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

104

障害者が地域
で安心して暮ら
せるよう環境整
備や支援を行
います。

「川崎市居住支援協議
会」にて、入居支援体
制の充実に向け各区役
所や関係団体への周知
啓発等を計40回以上実
施し、福祉部局や関係
団体との緊密な連携が
可能となる体制を構築
した。

「川崎市居住支援
協議会」におい
て、居住支援制度
の推進も含め、幅
広く入居機会の確
保と居住の安定に
向けた検討を行
い、施策の充実に
努めた。

・シルバー人材セン
ターに対し支援を行
い、健康で働く意欲を
持つ高齢者に会員登録
していただき、臨時
的・短期的又は軽易な
業務に係る就業機会の
確保を図った。

(40)障害者が安心して暮らせる環境整備と自立した生活及び社会参加への支援

健康福祉
局

健康福祉
局

高齢者在
宅サービス
課

高齢者在
宅サービス
課

居住支援

介護サービス提供事業
者向けに講習会や、指
導等を行って質の向上
を図ることにより、男
女共に利用者にとって
は利用しやすく、介護
者にとっては利用させ
やすい介護サービスの
充実を図った。

介護は、社会全体
で支えていくこと
が重要であると考
えるため、男女平
等推進に配慮して
施策を推進した。 2

引き続き、男女平
等推進に配慮して
施策を推進する。

第７期かわさきいきい
き長寿プランに基づ
き、適切に執行すると
ともに、虐待防止に向
けた関係職員研修、事
例検討会等施策を推進
した。

2

引き続き、関係部
署、関係機関との
連携を強化してい
く必要がある。

高齢者虐待防止
の取組

地域包括
ケア推進室2

今後も、第７期か
わさきいきいき長
寿プランに基づき
施策を推進する。

健康福祉
局

健康福祉
局

102

高齢者が家庭
や地域で安心
して暮らせるよ
う環境整備や
支援を行いま
す。

住宅整備
推進課

次年度も引き続
き、障害者の地域
生活に関する取組
みを推進する。

健康福祉
局

103

希望する高齢
者の就業の機
会を確保すると
ともに、各種講
座等の開催や
外出の支援等
に取り組むこと
により、生きが
いづくりと社会
参加を促進し
ます。

かわさきいきい
き長寿プランに
基づくサービス
の提供

まちづくり
局

高齢者事
業推進課

高齢者が安心して
暮らせるための取
組を計画的に実施
できた。

障害者が地域で安
心して暮らせる環
境整備に向け、計
画していた取組を
実施した。

女性向けの仕事の
受注拡大を行い、
女性会員に適した
就業機会の確保及
び拡充を図った。

2

引き続き、会員の
増強と就業機会の
拡大を両輪とした
取組を推進する必
要がある。

障害者虐待防止
の取組

再掲目標Ⅲ　事業番号102

障害者日常生活
支援事業

・24時間365日対応の川
崎市障害者虐待通報ダ
イヤルを運用し、受
付・相談窓口の体制強
化を行った。 障害計画

課

障害計画
課2

・地域における生活の
場や日中活動の場の運
営支援等による障害者
支援事業の推進、また
精神障害者への地域移
行支援に係る取組みを
行った。

専門職員を対象と
した、精神障害者
の地域移行支援に
関する研修の中
で、男女両方のピ
アサポーターから
体験談を聞く機会
を設けた。

2

次年度も引き続
き、受付・相談窓
口の体制を維持す
る。
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障害者の働く
意欲の実現と
企業側の雇用
促進につなが
る取組を推進
するとともに、
市民等と連携
してイベントや
普及啓発活動
を行い社会参
加の機会の充
実を図ります。

　　言葉や文化の違いに加え、女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意した支援や、安心した暮らしに向けた環境
の整備に取り組みます。

104

障害者が地域
で安心して暮ら
せるよう環境整
備や支援を行
います。

健康福祉
局

健康福祉
局

国際交流セン
ターでの多言語
情報提供、相談
の実施

公財）川崎市国際交流
協会及び川崎市国際交
流センターＨＰやＳＮ
Ｓににおける市政情報
や、（公財）川崎市国
際交流協会が発行する
「ＫＩＡＮハローかわ
さき」等において外国
人に役立つ情報提供な
どを多言語で行った。
また、外国人窓口相談
を実施し、平成31年3月
末までに1558件の利用
があった。

(41)外国人市民に対する支援の充実と暮らしやすさに配慮したまちづくりの推進

105

障害者雇
用・就労推
進課

障害福祉
課

2

引き続き、個々の
障害特性に応じた
就労支援を実施す
るとともに、企業
に対する雇用支援
を実施する。

2

より参加しやすい
イベント内容へ再
検討

障害者差別解消
の取組

・市民向けの取組とし
て、チラシやクリア
ファイル等の配架、市
ホームページの公開を
行うとともに、立高等
学校2年生全員にチラシ
を配布するなど周知啓
発を行った。
・市職員向けの取組と
して、新規採用職員、
新任係長、新任課長の
各階層別研修における
講義やｅラーニングに
よる研修の実施など、
職員の理解を深める取
組を行った。

障害者が地域で安
心して暮らせるよ
うに、差別解消に
向けた各種取組を
計画どおり実施し
た。

2

次年度も引き続
き、市民及び市職
員に対する啓発等
に関する取組を推
進する。

障害者就労支援
事業

障害者社会参加
促進事業

市内３か所の地域就労
援助センターを中心と
した障害者の就労支援
を行うとともに、企業
向けに雇用促進ネット
ワーク会議を開催し、
障害者雇用に係わる理
解の促進を図った。

障害特性に応じた
適切な就労支援を
実施した。

2018/11/17
手をつなぐフェスティ
バル実施

障害の有無等に関
わらず参加しやす
い内容に配慮し
た。

多言語による情報
提供や窓口相談に
おいて、男女共同
参画の視点に配慮
しながら実施し
た。

2

引き続き、掲載情
報や配布場所の拡
充を検討しなが
ら、情報提供の充
実を図るととも
に、外国人窓口相
談の利用について
も周知を図ってい
く。

再掲目標Ⅲ　事業番号102

市民文化
局

交流推進
担当

106

外国人市民が
健康で安心し
て生活するた
めに、必要な
情報や行政
サービスを受
けられるよう施
策の充実や環
境整備に努め
ます。

健康福祉
局

障害計画
課
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引き続き、外国版
の案内やタブレッ
ト型情報端末や必
要時通訳ボラン
ティアを活用し、
外国人母子へ母子
保健サービスの提
供を推進する。

市民館等におけ
る外国人市民へ
の日本語の学び
の場の提供

外国人母子への
支援の充実

外国人市民母子
健康の充実

指針に基づいた
外国人市民施策
の推進（外国人
市民代表者会議
による提言、行
政サービスの充
実、多言語によ
る情報提供の充
実）

子育て世代の外
国人市民への情
報提供の実施

本区は外国人世帯が多
く、日本語を話せない
区民も多いが、外国人
市民に対しても必要な
母子保健サービスの提
供を推進した。

母子手帳交付時や
乳幼児健診の未受
診の方向けに外国
語版の案内やタブ
レット型情報端末
や必要時通訳ボラ
ンティアを活用し
て、外国人母子へ
の支援推進に取り
組んだ。

①川崎市多文化共生社
会推進指針の中で、外
国人市民に対する行政
サービスの充実をあ
げ、全庁的な取組を進
めた。②「川崎市に住
む外国人の皆さんへ」
（8言語）を改訂し、各
区役所等に配布した。
また、各区からの追加
送付依頼に基づき送付
し、住民登録窓口を訪
れた外国人市民への配
布を依頼した。ホーム
ページ上でも公開し、
広く利用できるように
している。③区役所・
危機管理室職員等を対
象に、災害時における
分かりやすい日本語に
おける情報提供方法を
学ぶ「やさしい日本
語」講座を実施した。
④ホームページで情報
を発信する際は、通常
の日本語のページと合
わせ「やさしい日本
語」のページや多言語
サイトにも情報を掲載
する等、外国人市民へ
の広報の充実を図っ
た。

生涯学習
推進課

引き続き、外国人
市民の子育て支援
を実施していく。

幸区役所
地域支援
課

外国人市民が
健康で安心し
て生活するた
めに、必要な
情報や行政
サービスを受
けられるよう施
策の充実や環
境整備に努め
ます。

外国人市民が育児に参
加しやすくなるよう、
乳幼児健診の外国語版
資料の活用を促すとと
もに、必要に応じて通
訳ボランティアを活用
し、母子保健に関する
情報提供を行う。

こども未来
局

こども保健
福祉課

106

再掲目標Ⅲ　事業番号102

窓口での母子健康手帳
交付時や転入の手続時
に外国語の母子健康手
帳、母子保健サービス
の内容を示したリーフ
レットを配付。通訳
サービスや外国人区民
を対象とした子育てイ
ベント等の情報提供を
実施した。
乳幼児健康診査への来
所時には多言語での問
診票を活用し、円滑に
受診できるよう配慮し
た。

多言語で情報提供
できる資料を整理
し、来所時には丁
寧に対応できた。
乳幼児健診未受診
者家庭は電話や訪
問で支援した。継
続的な支援が必要
な方は地区担当保
健師へつなげ、
フォローした。

外国人市民が健康
で安心して生活で
きるように、多文
化共生社会推進指
針に基づき、施策
の推進をした。

川崎区役
所

地域支援
課

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室（外国人
市民施策
担当）

教育委員
会事務局

2

2

川崎市多文化共生
社会推進指針に基
づき外国人市民に
対し行政サービス
の充実等を図って
いく。
「川崎市に住む外
国人の皆さん
へ」、「川崎市の
多言語広報資料一
覧」を引き続き配
布するとともに、
ホームページ上で
のやさしい日本語
及び外国語による
ページを増やし、
日本語能力が十分
でない外国人市民
への情報提供の充
実を図っていく。

教育文化会館・市民館
で識字学習活動を行っ
た。

外国人市民に対す
る支援を行った。

2

次年度も引き続
き、市民館等にお
いて外国人市民へ
の日本語の学びの
場を提供してい
く。

8か国語の外国語版
母子健康手帳を必
要な妊婦に配布し
た。また、必要に
応じて通訳ボラン
ティアを派遣し、
母子保健事業に母
国語で参加できる
ように配慮した。

2

外国人市民が安心
して出産・育児を
迎えることができ
るよう事業を安定
的に継続してい
く。

2
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計画通り実施し、
必要な情報提供や
支援を実施した。
【男女平等に配慮
した点】
外国籍の方が夫婦
で来所した際に
は、夫婦一緒に説
明や情報提供を
行った。

母子健康手帳交
付や転入手続き
時等の外国人母
子への支援の充
実

外国人市民母子
健康の充実

外国人市民母子
健康の充実

2

外国人市民が母
子保健サービス
を受けやすくす
るために、必要
に応じて外国語
版の資料配布や
通訳等派遣

市民文化
局

交流推進
担当

外国籍で必要な方へ副
読本として外国語版母
子健康手帳を交付し
た。支援が必要な方へ
は個別に対応した。

外国語での説明が
必要な方には、
ipadの翻訳機能を
活用したり、外国
語が話せる職員が
対応した。

外国人市民が健康で安
心して生活できるよう
にするために、外国人
市民に対応した用紙、
手帳を活用する等の環
境整備を行った。

国際交流協会、
民間交流団体等
による共催事業

市民と外国人とのふれ
あいを深める相互理解
と友好親善を促進する
ため、川崎市内の民間
交流団体をはじめ、地
域団体等と連携しなが
ら、インターナショナ
ルフェスティバルを開
催した。
また、他国の情勢や文
化への理解を深めるこ
とを目的とした、地球
市民講座を開催した。

各事業において、
男女共同参画の視
点に配慮しながら
実施した。

2

引き続き、川崎市
内の民間交流団体
をはじめ、地域の
学校、商店街、町
内会などのフェス
ティバルへの参加
を促し、連携を深
めながら、各種
のイベントや活動
発表などを通じ
て、市民と外国人
とのふれあいを深
め相互理解と友好
親善を促進してい
く。

外国人市民母子
健康の充実

母子手帳配布時の外国
語版副読本配布や他機
関の外国人母子グルー
プ等の情報提供を行な
い、必要に応じて個別
支援を行った。

母子健康手帳に関
する説明を行うと
同時に、外国人親
子に係る関係機関
の紹介を必要に応
じて行った。ま
た、外国の方に対
する母子手帳交付
時に個別に父母に
必要な情報を提供
した。

麻生区役
所

地域支援
課

宮前区役
所

地域支援
課

多摩区役
所

地域支援
課

中原区役
所

地域支援
課

高津区役
所

地域支援
課

引き続き、外国籍
の母子等が安心し
て子育てできるよ
う、丁寧な対応・
適切な情報提供を
行い、支援の必要
な親子には個別に
支援していく。

引き続き、外国籍
の方への情報提供
を充実させるとと
もに、訪問事業や
乳幼児健診等の事
業で、通訳ボラン
ティアを活用し、
支援を必要とする
外国籍母子へ保健
情報や育児情報を
提供する。

106

外国人市民が
健康で安心し
て生活するた
めに、必要な
情報や行政
サービスを受
けられるよう施
策の充実や環
境整備に努め
ます。

107

互いの文化や
生活の理解が
進むよう交流
機会の充実に
努めます。

高津区子育て情報ガイ
ド等で情報提供を行っ
た。必要時通訳同伴の
家庭訪問やアイパット
の通訳アプリを利用し
ての情報提供や指導を
行った。

外国語版妊娠届出
書や外国版健診問
診票を使用。情報
提供、指導時に通
訳アプリを利用し
齟齬がないよう努
めた。また、
外国語版母子手帳
の交付を行い、夫
と情報を共有でき
るようにした。

2

母国語での情報が
得られる相談機関
等の情報提供を行
う。父母や父母の
友人等からの相談
には丁寧な地対応
を行い、安心して
育児ができるよう
支援をしていく。

外国人の市民が健
康で安心して生活
できるよう、外国
語のリーフレット
を活用し丁寧な対
応に心がけた。 2

外国籍の方が安心
して生活できるた
めに窓口等で継続
的に丁寧な対応に
心がけていく。

2

2

母子健康手帳交付時
に、必要に応じて外国
語版母子健康手帳を資
料として配布したり、
外国籍の方のための育
児グループや他機関が
実施している教室等の
情報を提供した。ま
た、通訳ボランティア
を活用し、対象の方の
状況に応じた母子保健
情報やサービスを提供
した。

引き続き、母子手
帳交付時に外国語
版副読本を配布
し、必要な方には
個別支援を実施す
る。
必要に応じ他機関
で実施している外
国籍の母子グルー
プや相談機関につ
いて紹介する。
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男女どちらも利
用・参加しやすい
よう配慮した。

2

次年度も引き続
き、取組を推進す
る。

こども未来
局

こども家庭
課

市民文化
局

こども家庭
課

こども未来
局

107

互いの文化や
生活の理解が
進むよう交流
機会の充実に
努めます。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室(外国人
市民施策
担当）

市民まつり等へ
の参加を通じた
外国人市民と日
本人市民の交流

外国人市民代表者会
議として、かわさき
市民祭りに19名、イ
ンターナショナル・
フェスティバルinカ
ワサキに16名、多文
化フェスタさいわい
に8名参加し、外国人
市民と日本人市民の
交流や相互理解を深
めるとともに、代表
者会議の広報を行っ
た。

外国人市民代表者
会議としてイベン
トに参加すること
で、外国人市民と
日本人市民の交流
を図り、世界の多
様な文化について
理解の促進を目指
した。 2

引き続き、外国人
市民代表者会議と
して、かわさき市
民祭りやインター
ナショナル・フェ
スティバルinカワ
サキ等のイベント
に参加し、市内に
は多様な外国人市
民が生活・活動し
ていることや、各
国の文化を紹介す
ること等を通じ
て、外国人市民と
日本人市民互いの
理解と交流を深め
る。

ひとり親家庭に
対して、生活支
援や経済的な
支援、入居支
援を実施しま
す。

男女共同参画セ
ンターひとり親家
庭への情報提供
事業

リーフレット等作
成・配布、メルマ
ガ配信等による
制度周知

川崎市母子・父
子福祉センター
における相談事
業の実施

・男女共同参画セン
ターにおいて、ひとり
親家族等を対象とした
法律講座を計３回開催
し、計38名の参加が
あった。
・ひとり親男性やその
家族への情報提供を目
的にした「みんなどう
している？」を、引き
続き、男女共同参画セ
ンターホームページに
掲載し、情報提供を
行った。

ひとり親の男女で
ニーズが異なるこ
とを踏まえた情報
提供等を行った。

2

引き続き、講座の
実施や啓発冊子の
公開を通じた情報
提供事業を推進す
る。

男女どちらも利
用・参加しやすい
よう配慮した。

母子・父子福祉セン
ターにおいて、生活・
就労に相談を実施し
た。
・生活相談（実績：777
件）
・就労相談（実績：
1,667件）

2

次年度も引き続
き、取組を推進す
る。

人権・男女
共同参画
室

こども未来
局

こども家庭
課

こども未来
局

こども家庭
課

　　女性は育児や介護等のため、就業継続が難しくなったり非正規雇用に就いたりするなど生活上の困難に陥りやすいことなどを踏まえ、経済的に困難な状
況にある人への支援を実施します。また、家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・意欲の差が生じないよう子どもへの支援を行います。

再掲目標Ⅲ　事業番号102

109

(43)貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

2

次年度も引き続
き、取組を推進す
る。

ガイドブックを7000部
作成し配布したほか、
毎月メールマガジンを
配信し制度周知を行っ
た。

110

ひとり親家庭を
対象としたさま
ざまな支援情
報等を提供す
るとともに、利
用しやすい相
談を実施しま
す。

108

ひとり親家庭に
対して、就業支
援、自立支援
を実施します。

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付制
度、高等職業訓
練促進給付金事
業、自立支援教
育訓練給付金事
業等の実施

母子・父子・寡婦福祉
資金貸付制度を実施し
た
・母子・父子・寡婦福
祉資金貸付制度（実
績：４９１件）
・高等職業訓練促進給
付金事業（実績：４０
人）
・自立支援教育訓練給
付金事業（実績：１７
人）

男女どちらも利
用・参加しやすい
よう配慮した。

2

次年度も引き続
き、取組を推進す
る。

児童扶養手当、
医療費助成事
業、日常生活支
援事業、等の実
施

児童扶養手当の支給等
を行った
・児童扶養手当
（実績：6,214人）
・医療費助成事業
（実績：12,352人）
・日常生活支援事業
（実績：延385人）

男女どちらも利
用・参加しやすい
よう配慮した。

(42)ひとり親家庭に対する支援の充実と自立の促進
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112

「貧困の連鎖」
の防止に向け
て、困難を抱え
る子どもに対す
る支援を実施
します。

平成３１年度より
対象者にひとり親
家庭も加えるとと
もに、対象学年を
小学５・６年生ま
で拡大するため、
関係機関との連携
を密に行うことが
必要である。

・巡回相談事業では、
市内に起居するホーム
レスの日常生活や健康
に関する相談を受け、
自立支援センターの入
所や医療機関への受診
につなげた。
・自立支援センター事
業では、市内にある3つ
のセンターにおいて、
居所及び食事の提供の
ほか、就労支援、生活
支援等を行い、入所者
の自立に向けた支援を
行った。
・災害等により緊急的
に避難を必要とする
ホームレスに対して、
緊急一時保護を行っ
た。
・自立支援センター南
幸町において、要介護
状態にあるホームレス
の受入を行った。
・自立支援センターを
退所した方が再び野宿
に戻ることのないよう
アフターケア事業を実
施した。

左記実績のとお
り、巡回相談事
業、自立支援セン
ター事業、アフ
ターケア事業を行
い、ホームレスの
自立を促進した。
【男女平等に配慮
した点】
自立支援センター
南幸町等におい
て、女性ホームレ
スの受入れを行
い、個々の自立阻
害要因に対応した
支援を行った。

111

市営住宅優遇制
度

性別を含む相談者
の状態に応じた、
求人開拓やマッチ
ング等を行い、男
性であっても女性
であっても、日常
的・社会的・経済
的に自立できるよ
う支援した。

2

自ら支援を求める
ことが難しい生活
困窮者に対して支
援を行うために
は、関係機関が生
活困窮の端緒とな
る事象を把握した
場合に、生活自
立・仕事相談セン
ターにおける相談
につなげられるよ
う、関係機関とセ
ンターの連携を図
る必要がある。

ホームレスの方
への支援として、
自立支援セン
ター事業、アフ
ターケア事業、
巡回相談事業な
ど

現に経済的に困窮して
いる市民に対して、就
労支援を中心に、精神
保健支援、居住支援、
家計改善支援、法律相
談等の専門支援を、相
談者の状態に応じて、
寄り添い型で実施し
た。1,330人（H31.3.27
現在の見込）から新規
相談の申し込みがあ
り、そのうち39％（見
込）が女性であった。

生活保護受給世
帯の中学生への
学習支援・居場
所づくり事業

川崎市生活自
立・仕事相談セ
ンター（だいＪＯ
Ｂセンター）

就業支援ポータ
ルサイトによる
情報提供、「キャ
リアサポートか
わさき」や「若者
サポートステー
ション」の事業案
内

年２回の定期募集にお
いて、ひとり親家庭を
対象に、抽選の当選確
率を高める優遇制度を
継続して実施した。

ひとり親家庭が市
営住宅へ優先的に
入居出来るよう配
慮した。

2

引き続きひとり親
家庭を対象とした
優遇制度を実施す
る。

・就業支援ポータルサ
イト「JOB-Lかわさき」
において、求人情報や
就業支援機関、就業関
係イベント情報などを
掲載した。

・「市政だより」や情
報誌「かわさき労働情
報」において、「キャ
リアサポートかわさ
き」や「コネクション
ズかわさき（若者サ
ポートステーショ
ン）」の事業案内記事
を掲載した。

貧困等生活上の困
難に直面する女性
等に対し、就業支
援を実施した。

2

・引き続き、就業
支援ポータルサイ
ト「ＪＯＢ－Ｌか
わさき」におい
て、求人情報や就
業支援機関、就業
関係イベント情報
などを掲載する。
・引き続き、「市
政だより」や情報
誌「かわさき労働
情報」において、
「キャリアサポー
トかわさき」や
「コネクションズ
かわさき（若者サ
ポートステーショ
ン）」の事業案内
記事を掲載する。

まちづくり
局

市営住宅
管理課

経済労働
局

労働雇用
部

健康福祉
局

生活保護・
自立支援
室

健康福祉
局

生活保護・
自立支援
室

2

・第4期川崎市ホー
ムレス自立支援実
施計画を引き続き
推進する。
・なお、生活困窮
者自立支援法の施
行により、「ホー
ムレスの自立の支
援等に関する特別
措置法」の理念を
生かしつつ、同法
の枠組みを活用し
て、事業を実施す
る。
・また、自立支援
センター南幸町等
において女性ホー
ムレス
の支援を継続す
る。

生活保護受給世帯の中
学生に対し、高校等へ
の進学に向けて、市内
１２か所で、週２回・
１回２時間の学習支
援・居場所づくり事業
を実施した。

生活基盤の確
保や自立にむ
けた支援を行
います。

平成２９年度は市
内１１か所で学習
支援事業を実施し
たが、平成３０年
度は新たに１か所
拡充し、市内１２
か所で実施した。

2

健康福祉
局

生活保護・
自立支援
室
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112

「貧困の連鎖」
の防止に向け
て、困難を抱え
る子どもに対す
る支援を実施
します。

学校へのスクー
ルカウンセラー
の配置及び派
遣・スクールソー
シャルワーカー
の派遣

こども家庭
課

教育委員
会事務局

次年度も引き続
き、経済的に困難
な状況にある人へ
の支援を行う。

こども未来
局

次年度も引き続
き、経済的に困難
な状況にある人へ
の援助を行う。

・課題を抱えた児童生
徒の背景に家庭の困難
な経済状況があると判
断した場合に、母子に
対して関係機関につな
ぐなどの適切かつ有効
な支援を行った。
・市立中学校へのス
クールカウンセラーの
配置、市立小学校、特
別支援学校、高等学校
への学校巡回カウンセ
ラーの派遣、各区1名以
上のスクールソーシャ
ルワーカーの配置を行
い、子どもが置かれて
いる様々な状況に応じ
た支援の充実を図っ
た。

ひとり親家庭等
生活・学習支援
事業

労働雇用
部

(45)性的マイノリティの人々の人権尊重に向けた取組の推進

(44)ニートなどの状態にある若者に対する就労・自立の促進

経済労働
局

2

キャリアサポート
かわさきの　若
年者向けの「就
職準備セミナー」

113

113

ニートなどの状
態にある若者
に対して、就労
に関する講演
会やセミナー、
相談事業など
を実施し、自立
に向けた支援
を行います。

　　人権尊重の観点から、性的マイノリティについての理解を促進するとともに、性同一性障害に関する相談支援を行います。

若年者に対する就
労・自立の促進に
向けた取組を実施
した。

引き続き、「かわ
さき若者サポート
ステーション事
業」と連携し、自
立や就労に課題を
抱える若年者を対
象に、相談や職業
意識啓発の事業を
実施することによ
り、若年者の職業
的自立を支援す
る。

労働雇用
部

川崎市就業支援室
「キャリアサポートか
わさき」において、若
年者向けの「職業準備
セミナー」を実施し
た。

市内３か所において、
生活・学習支援事業を
実施した。

厚生労働省の委託事業
である「かわさき若者
サポートステーション
事業」と連携し、自立
や就労に課題を抱える
15歳から39歳までの若
年者を対象に、相談や
職業意識啓発の事業を
実施することにより、
若年者の職業的自立を
支援した。

若者無業者に対す
る就労・自立の促
進に向けた取組を
実施した。

2

地域若者サポー
トステーション事
業と連携した若
年者への職業的
自立支援

ニートなどの状
態にある若者
に対して、就労
に関する講演
会やセミナー、
相談事業など
を実施し、自立
に向けた支援
を行います。

能力があるにもかかわ
らず、経済的理由によ
り修学が困難な高校
生・大学生に対して、
奨学金を支給・貸付し
た。

男女問わず、経済
的理由により修学
が困難な高校生・
大学生に対して必
要な支援を行った
ため。

男女どちらも利
用・参加しやすい
よう配慮した。

2

(SC)総合教
育センター
(SSW)教育
改革推進
担当

教育委員
会事務局

学事課

教育委員
会事務局

学事課

次年度も引き続
き、取組を推進す
る。

・支援の入口はあ
くまでも課題を抱
えた児童生徒への
支援であるが、課
題解決を試みる過
程で結果的に貧困
等生活上の困難に
直面する女性等へ
の支援につながる
ことがあったた
め。
・専門性を生かし
た相談活動を行
い、必要に応じて
関係部署等と連携
しながら支援を
図った。

2

・引き続き適切な
アセスメントと支
援に努めていく。
・スクールカウン
セラー等や、ス
クールソーシャル
ワーカーの配置、
派遣体制を維持
し、合わせて、研
修等を通して専門
性の向上を図る。

経済的理由により就学
が困難な学齢児童生
徒、就学予定者の保護
者に対して必要な援助
費を支給することによ
り、義務教育を円滑に
実施した。

男女問わず、経済
的理由により就学
が困難な学齢児童
生徒、就学予定者
の保護者に対して
必要な援助を行っ
たため。

2

就学援助

奨学金

2

引き続き、川崎市
就業支援室「キャ
リアサポートかわ
さき」において、
若年者向けの「職
業準備セミナー」
を実施する。

経済労働
局
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性同一性障害に
関する相談支援

こども未来
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児童相談
所

性同一性障害に
関する相談支援

健康福祉
局

精神保健
福祉セン
ター

性同一性障害に
関する相談支援

教育委員
会事務局

教育相談セ
ンター
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再掲目標Ⅰ　事業番号22

再掲目標Ⅰ　事業番号22

114

115

・男女平等はもと
より、多様な性の
あり方についての
施策を、関係職員
間で共有すること
ができた。

2

・相談事例の共有
化等をさらに進め
る必要がある。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室(人権班）

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室(人権班）

性的マイノリ
ティの人々の
人権を尊重す
る視点から啓
発活動等を実
施します。

市民、事業者、
団体等に対する
性的マイノリティ
についての普及
活動の推進

再掲目標Ⅰ　事業番号22

健康教育に関する
講演会を開催し
た。

・事業やイベントを通
して啓発を行った。
・3月女性の健康週間
に、広報を行った。

116

男女の性差に
応じた、生活習
慣病の予防や
健康に関する
正しい知識の
普及を推進し
ます。

2

次年度も引き続き
健康教育に関する
講演会の開催等を
行う。

健康福祉
局

性的マイノリ
ティの人々の
人権を尊重す
る視点から相
談支援を実施
します。

2

・性的マイノリ
ティ当事者の社会
生活上の障壁を取
り除くための取組
を引き続き実施し
ていく必要があ
る。

健康教育に関する講演
会の開催等を行う。

・男女平等はもと
より、多様な性の
あり方についての
考え方等を広く市
民に周知すること
ができた。

・セミナーや研修と
の合同開催も含め、
年間７回、専門部会
を開催した。

男女の性差に応じ
た健康に関する啓
発を行った。

2

引き続き事業を実
施し、啓発を進め
る。

　　生活習慣や身体的な特徴の違いによって男女異なる健康上の問題に直面することを踏まえ、人生のステージにあった健康づくりを支援します。

・市内の祭りにおい
て「人権ブース」を
２回出展し
（H30.4.1、
H30.11.4）、性的マ
イノリティの人権に
ついての意識普及を
図った。
・映画上映やトーク
ショーのイベントで
ある「ピープルデザ
インシネマ2019」を
開催し
（H31.1.17）、市民
への意識普及を図っ
たほか、当事者・家
族・支援者による
「情報共有ルーム」
を開催した。
・人権フェア
（H30.11.23）や人権
学校（H31.2.6）にお
いて、関連するＮＰ
Ｏ等のリーフレット
を配架し、相談窓口
等の周知を図った。
＊事業者向けの取組
は項目２８にて記載

人権・男女共同
参画推進連絡会
議性的マイノリ
ティ専門部会の
開催

１０　生涯を通じた健康支援

(46)生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進

健康増進計画に
基づく普及啓発
（年代、性差に応
じた運動習慣の
啓発、働きかけ
の推進等を含
む）

健康教育推進事
業

健康増進
課

教育委員
会事務局

健康教育
課
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グループの状況に
合わせて、継続活
動への支援ができ
た。

2

介護予防講演会、グ
ループ支援、出前講
座、区民が出席する会
議等におい広く介護予
防・健康づくりの普及
啓発を行った。
一般介護予防事業とし
て実施している「いこ
い元気広場」の広報を
し参加を促した。
高津公園体操の継続支
援、立ち上げ支援をし
た。

各自主グループ
の活動支援を行
うとともに、活動
の担い手の発掘
や養成の実施

健康づくり・介護
予防事業の実施
と、自主グルー
プの活動支援の
実施

区における取組

地域支援
課

2

区における取組

介護予防事業、
介護予防活動

地域での活動は女
性の参加が多いた
め、積極的に男性
にも参加を呼びか
けた。

引き続き事業を実
施し、市民が主体
的に取組を行う支
援を行う。

事業やイベントを通し
て啓発を行った。

地域支援
課

地域支援
課

どの講座において
も男女共に参加が
あり、介護予防教
室は各回4０名以上
の参加があった。
【男女平等に配慮
した点】
男女共に参加しや
すいような講座、
広報を行った。

2

引き続き、男女共
に参加しやすいよ
うな講座の企画、
広報を行ってい
く。

保健師等の専門職が地
域へ出向き、サロンや
健康づくり・介護予防
等の住民主体の活動の
場で、健康講話や介護
予防に関する普及啓発
を行った。

宮前区役
所

地域支援
課

地域支援
課

更年期・高齢
期の健康づく
り、介護予防に
自主的に取り
組めるよう支援
します。

117

健康づくり・介護予防
を目的とした区内76の
グループの活動支援を
実施。また、健康づく
りの普及啓発を行い新
たに3つのグループが発
足した。

健康福祉
局

引き続き、地域へ
出向いて健康づく
り・介護予防等に
関する普及啓発を
実施していく。

介護予防普及啓発は男
女問わず参加しやすい
ようなテーマを検討
し、関係機関や地区組
織と協力しながら企
画・広報・実施をし
た。地域で自主的な活
動を行っているグルー
プが継続できるよう
に、運営上の課題を把
握したり、リーダーの
支援を行った。また新
たな活動の立ち上げ支
援を行い、認知用予防
の自主グループが発足
した。

性別に関わらず、
幅広く情報がいき
わたるよう、広報
に工夫をした。

幸区役所

2

・健康づくり・介護予
防の普及啓発として、
新たに「川崎区　私の
人生ノート」や「認知
症早期発見チェック
表・相談先」等を作成
した。　　　　・健康
づくり活動の人材育成
と継続的な活動に向け
た支援として、健康づ
くりサポーター養成講
座・フォロー講座・サ
ポーター交流会を開催
した。

区における取組

健康増進
課

高津区役
所

中原区役
所

自主的に健康づく
りや介護予防に取
り組めるよう、実
践を交えて実施し
た。また、子育て
中の母親が若いこ
ろから健康づくり
ができるよう働き
かけた。

2

講座開催時は、男
女ともに参加しや
すいように席の配
置や質疑応答など
男女の意見が偏ら
ないように配慮し
た。

2

引き続き、更年
期・高齢期の住民
へに対し、健康づ
くり・介護予防の
普及啓発を実施
し、地域での自主
的な健康づくり・
介護予防の取り組
みに向け支援す
る。

引き続き、区民の
自主的な健康づく
り・介護予防活動
を支援していく。

川崎区役
所

引き続き、より多
くの区民が健康づ
くりや介護予防に
取組めるよう、普
及啓発を行うとと
もに、既存の活動
支援や新たな通い
場づくりを支援す
る。
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120

不妊に悩む男
女への支援を
実施します。

ＮＩＣＵを安定的
に稼動させ、集中
治療が必要な妊婦
及び新生児に医療
を提供し、相談支
援を行った。 2

ＮＩＣＵを安定的
に稼動させ、集中
治療が必要な妊婦
及び新生児に医療
を提供し、相談支
援を行っていく。

こども未来
局

(47)妊娠・出産などに関する健康支援

区における取組

総合（地域）周産期母
子医療センターの運営
に対する補助を行っ
た。

保健医療
政策室

総合（地域）周産
期母子医療セン
ターを運営する医
療機関に対し、運
営費の補助を適切
に行った。 2

引き続き、総合
（地域）周産期母
子医療センターの
運営を支援し、妊
産婦が安心して出
産ができる医療体
制の確保を図る。

いこいの家等で健康体
操や口腔ケア、食生活
の改善等についての健
康講話を行った。また
健康づくり・介護予防
グループが自主的な活
動を継続できるよう支
援した。

いこいの家等で男
性・女性共通で取
り組める内容のた
め、目標を達成で
きた。また健康づ
くり・介護予防グ
ループが自主的な
活動を継続できる
よう支援した。

2

いこいの家等で健
康体操や口腔ケ
ア、食生活の改善
等についての健康
講話を継続的に
行っていく。

地域支援
課

地域支援
課

麻生区役
所

多摩区役
所

健康福祉
局

次年度も男女共に
参加できるよう関
係機関と連携をと
りながら開催し、
普及啓発や広報、
運営支援をしてい
く。

こども保健
福祉課

周産期医療体
制の確保に向
けた取組を推
進します。

総合（地域）周産
期母子医療セン
ターを運営する
医療機関を支援
する。

新生児集中治療
管理室（ＮＩＣＵ）
の安定的稼動

117

こども未来
局

・どの講座におい
ても男女共に参加
があり、アンケー
トでも概ね好評で
あった。
【男女平等に配慮
した点】
　男女共に参加し
やすいように各種
講座やグループ活
動の企画・広報・
支援をした。

2

　　女性の就業等の増加、晩婚化等婚姻をめぐる変化を踏まえ、妊娠・出産等についての希望を実現できるよう医療体制の確保や相談支援を行います。

更年期・高齢
期の健康づく
り、介護予防に
自主的に取り
組めるよう支援
します。

認知症予防講座を区内
５か所で２日間コース
で実施。
健康づくりボランティ
ア・食生活改善推進員
養成教室やボランティ
ア学習会を開催。継続
して男女が共に参画し
て健康づくり、介護予
防のための体操や
ウォーキングを取り組
めるよう、各団体の取
組を支援した。

こども保健
福祉課

特定不妊治療費
用一部助成
不妊・不育専門
相談センター専
門相談

川崎病院
事務局庶
務課

病院局

・特定不妊治療（体外
受精・顕微授精）によ
る不妊治療の費用及び
男性不妊治療に伴う費
用の一部助成
・不妊・不育専門相談
センターにおいて不
妊・不育の専門相談を
実施

・不妊に悩む夫婦
に対して、不妊治
療の費用を助成し
た。
・不妊・不育専門
相談センターにお
いて、不妊・不育
に悩む男女に対し
て専門相談を実施
した

2

不妊・不育専門相
談センター及び助
成制度の周知を継
続して実施してい
く。

川崎病院
事務局庶
務課

ＮＩＣＵ（新生児特定
集中治療室）を安定的
に稼動させ、集中治療
が必要な新生児に医療
を提供した。

病院局

母子健康手帳の
交付及び
妊婦健康診査費
用の助成
妊娠・出産包括
支援事業
両親学級の実施

助産外来の運営

・母子健康手帳の交付
・妊娠期や出産後の家
庭訪問による相談支援
の実施
・妊婦健康診査の実施
・両親学級の実施

妊産婦等への心身
の健康保持に向け
た取組を実施した

2

今後も引き続き妊
産婦等への心身の
健康保持に向けた
取組を継続してい
く。

市立川崎病院で助産外
来を運営していく中
で、助産外来における
助産師の実践能力の評
価を実施し、業務に反
映した。

助産師実践能力の
評価結果から助産
外来の質向上のた
めの教育システム
を整備した。

2

妊産婦の様々な
ニーズに対応でき
るよう、アンケー
ト等を行い、業務
に反映していく。

119

妊産婦等への
心身の健康保
持に向けた取
組を実施しま
す。

118

区における取組
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　　男女で、かかりやすい病気や病態が異なることを考慮し、的確な医療を推進します。

(48)性差医療の推進

(49)性と生殖に関する健康／権利に関する啓発の推進

子宮がん、乳が
ん及び骨粗しょ
う症の検診事業
実施、子宮頸が
ん、乳がん検診
無料クーポン券
の配布

川崎病院
事務局庶
務課

性差に応じた子宮
がん、乳がん及び
骨粗しょう症の検
診以外の検診につ
いては、男女同様
の対象として、事
業を実施した。
また、封書につい
ては特定の年齢層
の男女両方に送付
した。

1

引き続き、無料
クーポン券やハガ
キによる子宮がん
及び乳がん検診の
受診勧奨を実施し
ていく。
また、無料クーポ
ン券の対象でない
一定の年齢の男女
に対しては、がん
検診案内封書を対
象者拡充の上送付
する（合計約38万
世帯）。

女性専門外来を担う専
門的な知識・技術を有
する女性医師の確保に
努めたが、女性専門外
来については、女性医
師不足等の理由で休止
した状況であった。

女性専門外来を担
う女性医師の確保
ができないことか
ら、休止中の外来
を再開できていな
い。 1

引き続き、必要な
女性医師確保に努
めていく。

121

女性医師のい
る医療機関に
ついての情報
提供を行いま
す。

医療機関検索サ
イト「かわさきの
お医者さん」によ
り、女性医師に
診てもらえる医
療機関の情報提
供を行う。

医療機関検索サイト
「かわさきのお医者さ
ん」により、女性医師
に診てもらえる医療機
関の情報提供を行っ
た。

「かわさきのお医
者さん」を円滑に
運営することによ
り、女性医師に診
てもらえる医療機
関等の情報提供を
適切に行った。

2

引き続き、「かわ
さきのお医者さ
ん」による医療機
関情報の提供を行
う。

病院局

健康増進
課

病院局
井田病院
事務局庶
務課

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

こども未来
局

こども保健
福祉課

健康福祉
局

健康福祉
局

保健医療
政策室

123

ライフステージ
別に性と生殖
に関する健康
（リプロダクティ
ブ・ヘルス／ラ
イツ）について
周知啓発を行
います。

男女共同参画セ
ンター情報提供
事業

母子保健指導・
相談事業

・男女共同参画セン
ターでは自主事業とし
て「女性の生涯にわた
る心身の健康づくりの
応援講座」を３回実施
し、50人の参加があっ
た。

参加者が、女性の
身体の変化につい
ての知識及び自宅
で簡単にできるエ
クササイズの習得
通じ、自分に合っ
た健康的な身体作
りができることを
めざした。

2

引き続き、同等の
講座等の推進を通
じ女性の生涯にわ
たる健康づくりを
推進する。

・各区の女性健康支援
センターで女性のライ
フサイクルに沿った、
心や身体の健康に関す
る相談（妊娠中や出
産、思春期、更年期、
不妊、不育など）を実
施。
・妊娠、出産ＳＯＳ電
話相談で、思いがけな
い妊娠や出産への不安
で誰にもン相談できず
悩んでいる方の相談を
実施。

女性のライフサイ
クルに沿った悩み
や、妊娠・出産に
関する不安を抱え
る方に、相談支援
を実施した。

2

支援を必要とする
方が相談につなが
るように、相談窓
口の周知に向けた
取組を引き続き行
う。

122

性差に応じた
的確な医療や
健康診断の機
会を充実しま
す。

女性専用外来の
設置と運営

・子宮頸がん及び乳が
ん検診の無料クーポン
券を対象の女性市民
（約1万9千人）へ配布
した。
・子宮頸がん検診の無
料クーポン券を送付し
なかった一定の対象者
（約3万1千人）に対し
て、受診勧奨ハガキを
送付した。
・無料クーポン券の対
象でない一定の年齢の
男女（約12万4千人）に
がん検診案内の封書を
送付した。

不妊外来の運営 女性専門外来を担う専
門的な知識・技術を有
する女性医師の確保に
努めたが、女性専門外
来については、女性医
師不足等の理由で休止
した状況であった。

女性専門外来を担
う女性医師の確保
ができないことか
ら、休止中の外来
を再開できていな
い。 2

引き続き、必要な
女性医師確保に努
めていく。

120

不妊に悩む男
女への支援を
実施します。

79



H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

(51)こころと体の健康に関する相談事業の推進

(50)健康をおびやかす問題についての正しい知識の普及啓発の推進

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

健康福祉
局

精神保健
課

薬物乱用防止に
関するイベント、
防止教室等の実
施

青少年を対象と
したエイズを含
む性感染症につ
いての正しい知
識の普及啓発の
講演会の開催

124

心身ともに健
康に影響を及
ぼすＨＩＶや性
感染症、薬物
の使用などを
防止するため
の正しい知識
の普及を行い
ます。

中学校・高等学
校における薬物
乱用防止教室の
実施

引き続き、薬物乱用防
止に関するイベント、
薬物乱用防止教室等を
実施することにより、
若年層を主な対象とし
て啓発を継続実施し
た。

全国の運動期間に
合わせ、くすりと
健康フェア及び各
種薬物乱用防止
キャンペーンでは
川崎市薬剤師会や
川崎フロンターレ
等と協働し、様々
な市民に啓発活動
を行い、薬物乱用
防止教室では若年
層へ薬の正しい使
い方を伝えた。

2

神奈川県や近隣都
市等と連携を図り
ながら継続的に薬
物乱用防止啓発活
動を実施する。

各保健所にて、地域の
中学・高等学校の実情
に応じたエイズ・ 性感
染症の予防講演会（平
成31年3月1日現在3623
名受講）の実施を行っ
た。

エイズ・性感染症
を予防するための
正しい知識を得る
必要があることか
ら、青少年エイ
ズ・性感染症予防
講演会を実施し
た。

2

次年度も引き続
き、青少年エイ
ズ・性感染症予防
講演会の実施を推
進する。

各学校で1回以上薬物乱
用防止教室を実施

各学校で1回以上薬
物乱用防止教室を
実施した。

2

次年度も引き続き
各学校で1回以上教
室を実施する予
定。

125

こころと体の健
康に関する相
談事業を推進
します。

男女共同参画セ
ンターの相談事
業

区保健福祉セン
ターにおける精
神保健福祉に関
する各種相談事
業の実施

・女性総合相談、男性
総合相談の中で、ここ
ろと体の健康に関する
相談をうけている。

相談窓口周知に向
けて、電話相談の
広報用チラシ及び
カードを配布し
た。

2

市内公共施設や相
談機関、関係機関
等へ広く周知を
行っていく。

区役所保健福祉セン
ターにおいて精神保健
福祉に関する各種相談
業務を実施し、市の
ホームページ等で周知
を図った。

幅広く市民に対
し、区役所保健福
祉センターにおい
て精神保健福祉に
関する各種相談を
受けた。 2

引き続き、区役所
保健福祉センター
において精神保健
福祉に関する各種
相談業務を実施
し、市のホーム
ページ等で周知を
図る。

教育委員
会事務局

健康教育
課

健康福祉
局

医事・薬事
課

健康福祉
局

感染症対
策課
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